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実 績 評 価 書
平成１５年８月

政策体系 番 号

基本目標 ６ 男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てるこ

となどを可能にする社会づくりを推進すること

施策目標 ３ 働きながら子どもを産み育てることなどを容易にする雇用環

境を整備すること

Ⅰ 育児・介護休業を取りやすく、職場復帰をしやすい環境を整

備すること

担当部局・課 主管部局・課 雇用均等・児童家庭局職業家庭両立課

関係部局・課

１．施策目標に関する実績の状況

実績目標１ 育児・介護休業を取りたい人が全て休業を取得できるようにすること

（取得率を上げること）

（実績目標を達成するための手段の概要）

平成１３年に改正された育児・介護休業法の周知徹底を図るとともに、さらに、平

成１４年９月に「少子化対策プラスワン」が取りまとめられ、平成１５年３月にはこ

れを踏まえた「次世代育成支援に関する当面の取組方針」が少子化対策推進関係閣僚

会議において決定されたことを受け、育児休業をとりやすい雇用環境の整備を図るよ

う事業主に対して集団指導を行うとともに、各都道府県労働局管内のトップ企業に対

する個別訪問指導及び主要経済団体の代表者や幹部に対する労働局幹部による直接要

請を実施。

さらに、労働者からの個別相談については、問題解決のための的確な助言に努める

とともに、事業主に対し、適切な行政指導を行う。

また、育児休業代替要員確保等助成金、育児・介護休業者職場復帰プログラム実施

奨励金等の助成措置を実施。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

男女の育児休業取得率 － 男性 － － 男性

0.42 0.33%％

（ ） （ ）0.55% 0.05%
女性 女性

56.4 64.0%％

( )（ ）57.9% 71.2%
（備 考）

評価指標は 「女性雇用管理基本調査 （平成 年度）による （ ）内の数値は３、 」 。14
０人以上規模 。平成 ・ ・ 年度は数値なし。） 10 12 13
実績目標２ 育児・介護休業制度を定着させること



（実績目標を達成するための手段の概要）

説明会などあらゆる機会をとらえて育児・介護休業法の内容の周知指導を行うとと

もに、育児・介護休業制度の定着を目的とし、制度規定状況を把握した上で行う計画

的な事業所訪問による報告徴収及び行政指導を実施。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

育児・介護休業制度を規定してい 育 児 － － 育 児－

53.5% 61.4%る事業所の割合

（ ） （ ）77.0% 81.1%
介 護 介 護

40.2% 55.3%
（ ） （ ）62.7% 73.2%

（備 考）

評価指標は「女性雇用管理基本調査 （平成 年度、平成 年度）による （ ）」 。11 14
内の数値は 人以上規模。平成 ・ ・ 年度は数値なし。30 10 12 13
実績目標３ 仕事と家庭の両立に関する意識啓発を図ること

（実績目標を達成するための手段の概要）

、 、仕事と家庭の両立に関して あらゆる機会をとらえて広報啓発を実施するとともに

「仕事と家庭を考える月間（10月 」中にシンポジウムなどを開催し、意識啓発を実）

施。

また、ファミリー・フレンドリー企業の普及を促進するため、ファミリー・フレン

ドリー企業表彰を実施するとともに、企業自らが仕事と家庭の両立のしやすさを点検

・評価できる「両立指標」を開発。

（評価指標） Ｈ１０ Ｈ１１ Ｈ１２ Ｈ１３ Ｈ１４

男女の育児休業取得率 － 男 性 － － 男性

0.42 0.33%％

（ ） （ ）0.55 0.05%％

女 性 女性

56.4 64.0%％

％ ( )（ ）57.9 71.2%
（備 考）

、「 」（ 、 ） 。（ ）評価指標は 女性雇用管理基本調査 平成 年度 平成 年度 による11 14
内の数値は 人以上規模。平成 ・ ・ 年度は数値なし。30 10 12 13

２．評 価

( ) 現状分析1
現状分析

育児休業取得率については、男性については平成１１年度に （ ）％であっ0.42 0.55
た。また、女性については平成１１年度に （ ）％であった。56.4 57.9

53.5育児・介護休業制度の普及率については、平成１１年度には育児休業制度が

（ ） 、介護休業制度が （ ） の事業所において導入されていた。77.0 % 40.2 62.7 %



( ) 評価結果2
政策手段の有効性の評価

指標によると、平成 年度から平成 年度にかけて、事業所における育児・介護11 14
、 、休業制度導入率は上昇しており この間に講じた育児・介護休業法の内容の周知指導

行政指導等の施策は有効であったと考えられる。

政策手段の効率性の評価

仕事と家庭を考える月間を中心として集中的に実施するファミリー・フレンドリー

企業の普及促進やシンポジウムの開催、集団指導等の施策は、仕事と家庭の両立の重

要性について一度に多くの労働者や事業主に対して働きかけることができるものであ

り、効率的な手段である。

総合的な評価

育児・介護休業法の内容の周知徹底及び行政指導、ファミリー・フレンドリー企業

の普及促進やシンポジウムの開催、集団指導等の結果、事業所における育児・介護休

業制度導入率、女性の育児休業取得率等は上昇したと考えられ、目標の達成に進展が

あったといえる。しかしながら、依然として男性の育児休業取得率が低い現状を鑑み

ると、いまだに職場優先の企業風土が根強く残っていることが考えられるため、育児

休業を取得しやすく、仕事と家庭を両立させやすい職場づくりのためには、事業主・

労働者等へ職業生活と家庭生活の両立の重要性等について、より一層広報啓発を図る

こと等の施策を進めることが重要である。

分析分類評価結果分類

③ ②

３．政策への反映方針

「少子化対策プラスワン」及び「次世代育成支援に関する当面の取組方針」におい

て掲げられた育児休業取得率等の目標値の達成に向けた集中的な取組は、平成１６年

度の重点施策に盛り込むこととしているところである。

また、ファミリー・フレンドリー企業の普及促進についても、平成１６年度の重点

施策に盛り込むこととしており、企業の自主的な取組を進めるため、企業自らが自社

の仕事と家庭の両立のしやすさを点検・評価するための尺度となる両立指標の活用等

を促進することとしている。

反映分類

② ④

４．特記事項

①学識経験を有する者の知見の活用に関する事項

なし

②各種政府決定との関係及び遵守状況

平成１４年９月に厚生労働省においてとりまとめた「少子化対策プラスワン」及



び平成１５年３月１４日に少子化対策推進関係閣僚会議において決定された「次世

代育成支援に関する当面の取組方針」において、男性 ％、女性 ％という育児10 80
休業取得率の目標値等が設定され、その達成に向けて社会全体で取り組むこととさ

れた。

③総務省による行政評価・監視等の状況

なし

④国会による決議等の状況（警告決議、付帯決議等）

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一

部を改正する法律案に対する附帯決議 （平成１３年１０月３１日衆議院厚生労働委」

員会、平成１３年１１月８日参議院厚生労働委員会）において、政府は「法の実効

性を確保するため、本法に基づく諸制度や指針の周知徹底を図るとともに、的確な

助言・指導・勧告を指導すること 「男女労働者がともに職業生活と家庭生活との両」

立が図られるようにするため、職場における固定的な役割分担意識や職場優先の企

業風土の是正に向けた労使の努力を促すよう努めること」とされている。

⑤会計検査院による指摘

なし


